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（
厚
生
労
働
委
員
会
）

高
度
専
門
医
療
に
関
す
る
研
究
等
を
行
う
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
法
律
案
（
第
百
六
十
九
回
国
会
閣
法
第
五

三
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
簡
素
で
効
率
的
な
政
府
を
実
現
す
る
た
め
の
行
政
改
革
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
規
定
等
を
踏
ま
え
、
高
度

専
門
医
療
に
関
す
る
研
究
等
を
行
う
独
立
行
政
法
人
を
設
立
す
る
た
め
、
そ
の
名
称
、
目
的
、
業
務
の
範
囲
等
に
関
す
る
事
項

を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

名
称
及
び
目
的

１

独
立
行
政
法
人
の
名
称
は
、
独
立
行
政
法
人
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
循
環
器
病
研
究
セ
ン
タ

ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
精
神
・
神
経
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行

政
法
人
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
及
び
独
立
行
政
法
人
国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
と
す
る
。

２

独
立
行
政
法
人
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
国
の
医
療
政
策
と
し
て
、
が
ん
そ
の
他
の
悪
性
新
生
物
に
関
す
る
高
度

か
つ
専
門
的
な
医
療
の
向
上
を
図
り
、
も
っ
て
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

３

独
立
行
政
法
人
国
立
循
環
器
病
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
国
の
医
療
政
策
と
し
て
、
循
環
器
病
に
関
す
る
高
度
か
つ
専
門
的



- 2 -

な
医
療
の
向
上
を
図
り
、
も
っ
て
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

４

独
立
行
政
法
人
国
立
精
神
・
神
経
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
国
の
医
療
政
策
と
し
て
、
精
神
・
神
経
疾
患
等
に
関
す
る

高
度
か
つ
専
門
的
な
医
療
及
び
精
神
保
健
の
向
上
を
図
り
、
も
っ
て
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

５

独
立
行
政
法
人
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
国
の
医
療
政
策
と
し
て
、
感
染
症
そ
の
他
の
疾
患
に
関
す
る
高
度

か
つ
専
門
的
な
医
療
、
医
療
に
係
る
国
際
協
力
等
の
向
上
を
図
り
、
も
っ
て
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

６

独
立
行
政
法
人
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
国
の
医
療
政
策
と
し
て
、
成
育
に
係
る
疾
患
に
関
す
る
高
度
か
つ

専
門
的
な
医
療
の
向
上
を
図
り
、
も
っ
て
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

７

独
立
行
政
法
人
国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
国
の
医
療
政
策
と
し
て
、
加
齢
に
伴
う
疾
患
に
関
す
る
高
度
か
つ

専
門
的
な
医
療
の
向
上
を
図
り
、
も
っ
て
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二

役
員

一
の
２
か
ら
７
ま
で
に
定
め
る
独
立
行
政
法
人
（
以
下
「
国
立
高
度
専
門
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
に
、
役
員
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と
し
て
、
理
事
長
、
監
事
及
び
理
事
を
置
く
こ
と
と
し
、
そ
の
定
数
等
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

三

業
務
の
範
囲

各
国
立
高
度
専
門
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
一
の
２
か
ら
７
ま
で
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
医
療
等
に
関
す
る
調
査
、

研
究
及
び
技
術
の
開
発
、
業
務
に
密
接
に
関
連
す
る
医
療
の
提
供
、
技
術
者
の
研
修
等
の
業
務
を
行
う
。

四

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
本
法
律
案
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
次
の
事
項
を
追
加
す
る
等
の
修
正
が
行
わ
れ
た
。

一

財
政
上
の
配
慮

国
は
、
国
立
高
度
専
門
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
の
業
務
の
特
性
に
か
ん
が
み
、
国
立
高
度
専
門
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
に
お
け

る
調
査
、
研
究
開
発
の
進
ち
ょ
く
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
国
立
高
度
専
門
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
の
研
究
開
発
を
行
う
能
力
の

強
化
並
び
に
そ
の
研
究
開
発
の
効
果
的
な
推
進
及
び
そ
の
成
果
の
普
及
を
図
る
た
め
、
必
要
な
財
政
上
の
配
慮
を
す
る
も
の

と
す
る
。

二

検
討
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政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
以
内
に
、
そ
の
業
務
と
し
て
研
究
及
び
開
発
を
行
う
他
の
独
立
行
政
法
人
の
見
直
し

そ
の
他
の
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
制
度
の
見
直
し
の
状
況
を
踏
ま
え
、
国
立
高
度
専
門
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
の
業
務
に
つ

い
て
の
社
会
的
な
評
価
を
含
む
業
務
の
実
施
状
況
そ
の
他
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
国
立
高
度
専
門
医
療
研
究

セ
ン
タ
ー
の
組
織
及
び
業
務
に
つ
い
て
、
独
立
行
政
法
人
と
し
て
存
続
さ
せ
る
こ
と
の
適
否
を
含
め
た
検
討
を
加
え
、
そ
の

結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。


